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答   申  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以

下「法」という。）２４条３項の規定に基づく保護申請却下処分に係

る審査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申

する。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○区福祉事務所長（以下「処分庁」

という。）が請求人に対し平成２８年１１月２日付けで行った、

法２４条３項の規定に基づく保護申請却下処分（以下「本件処分」

という。）について、その取消しを求めるというものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

   請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分の違法性又は不

当性を主張している。  

  ⑴  刑事収容施設においては、必要最小限の衣類、食料、生活用

品を支給していることになっているが、現実にはその最低限を

下回る支給しかされず、異常な生活を強いられている。  

    例えば、ちり紙は１日２０枚であり、借りられる冬着は薄手

の長袖、長ズボンであって、洗たくは有料であり、ホッカイロ

や湯も支給されない。また、外部との連絡は手紙と電報しかな

いにもかかわらず、これらは自費とされ、金のない者は、審査
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が厳しく、裁判等のよほどの事情がない限り認められない。さ

らに、長期拘束者は食料が足りず、痩せて、標準体重を下回る。  

   ⑵  これらのことから、収容者に対しては、住宅扶助を除く法に

よる保護が適用されるべきである。  

 

第４  審理員意見書の結論  

   本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項

の規定を適用し、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

 年  月  日   審  議  経  過  

平成２９年２月３日  諮問  

平成２９年３月２１日  審議（第７回第４部会）  

平成２９年４月１７日  審議（第８回第４部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  法１条は、その目的として、日本国憲法２５条に規定する理

念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮

の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障す

るとともに、その自立を助長することを掲げている。  

  また、法２４条３項は、保護の実施機関は、保護の開始の申

請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、

申請者に対して書面で通知しなければならないと規定し、同条４
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項は、前項の書面には、決定の理由を付さなければならないと規

定している。  

⑵  そして、刑事施設に収容されている者については、「刑事収

容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」（以下「刑事収容

施設法」という。）に基づいて、刑事収容施設の適正な管理運

営を図るとともに、その被収容者等の人権を尊重しつつ、これ

らの者の状況に応じた適切な処遇が図られているところ、同法

４０条１項は、被収容者に対しては、刑事施設における日常生

活に必要なもの（衣類及び寝具、食事及び湯茶、日用品、筆記

具及びその他の物品）を貸与し、又は支給するとし、同条２項

は、日常生活に用いる物品を貸与し、又は嗜好品を支給すると

している。  

⑶  刑事施設に収容されている者に係る処遇は刑事行政の一環と

して措置されるべきものであり、また、最低限度の生活保障と

いう観点から見ても、法に基づき現に身体を拘束されている者

に対し、社会保障としての生活保護を実施することは全く予定

されていない（東京都福祉保健局生活福祉部保護課『生活保護

運用事例集２０１３（平成２７年修正版）』問８－２９参照）

とされている。  

なお、上記事例集における取扱いは、法の解釈・運用として合

理的なものと認められる。  

２  本件処分について  

⑴  請求人は、平成２８年１１月２２日現在で、刑事施設である

○○拘置所に刑事被告人として収容されており、また、公判予

定及び釈放予定は不明とされていることがそれぞれ認められる

（○○拘置所長による平成２８年１１月２２日付回答書）。  

そして、本件保護申請書及び本件審査請求書における請求人の

住所については、いずれも○○拘置所の住所であることが認めら
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れる。  

⑵  そうすると、請求人に係る処遇は刑事行政の一環として措  

置されるべきであり、請求人は法による保護を要しないもので

あると認められることから、これと同趣旨でなされた本件処分

は、１の法令等の定めに基づきなされたものであって、違法、

不当な処分とは認められない。  

⑶  請求人は、○○拘置所における処遇に対する不服等を理由に、

本件処分が違法、不当であると主張しているが、上記⑴及び⑵

のとおり、請求人の主張をもって本件処分の取消理由とするこ

とはできない。  

⑷  ところで、本件処分通知書には、本件処分の理由について「・

他制度を活用できるため」との記載がなされているが、事案の

背景から切り離してその文言のみをとらえてみた場合、必ずし

も正確かつ趣旨明快なものとは言い難く、記載そのものから本

件処分の理由を直ちに了知できるものとまでは認められない。  

しかしながら、請求人は刑事被告人として拘置所に収容されて

おり、刑事収容施設法による処遇の対象者であることが明らかで

ある。請求人は、審査請求の理由について、他制度である刑事収

容施設における収容者の処遇は、法による保護と比較して程度に

おいて劣っている旨を主張しているところであり、このことから

も処分理由は実際に了知されているものと解されるところであ

る。  

よって、本件処分通知書における処分理由の記載の程度をもっ

て、本件処分の取消理由とすることはできない。  

３  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

 その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性
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や法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれ

も適正に行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

松井多美雄、宗宮英俊、大橋真由美  


